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議事日程   日程第１ 会議録署名者の指名 

日程第２ 教育長諸案件報告 

日程第３ 第 59 号 「第３回みんなで楽しくプロギング in 江南」の

後援名義使用について 

     第 60 号 「令和５年度子供の運動遊び定着のための推進

事業」の後援名義使用について 

       日程第４ 協議題 

            １．江南市議会１２月定例会教育関係予算提案事項につい

て 

            ２．江南市新学校給食センター整備等事業 事業契約の締

結について 

            ３．江南市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部改正



について 

日程第５ 報告事項 

            １．江南市新学校給食センター愛称選定委員会設置要領の

制定について 

            ２．江南市生涯学習に関するアンケート調査について 

            ３．子どもの読書に関するアンケート調査について 

            ４．専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認につ

いて 

            ５．市教育委員会事務局各課行事予定について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

午前 9時 30 分 開会 

 

○教育長  ただいまから、教育委員会 12 月定例会を開会いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第１ 会議録署名者の指名 

 

○教育長  日程第１、会議録署名者には、会議規則第 15 条第２項の規定により、

教育長において、藤田佐知子さん、山田茂美さんを指名いたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第２ 教育長諸案件報告 

 

１ 学校状況調査・学校訪問 

 ・今年度の学校状況調査・学校訪問終了 

 

２ 横田教育文化事業弁論大会(11/3)  来年度 11/2(土)を予定 

 ・テーマ 「将来の夢」 
 ・最優秀賞 松岡明咲さん(西部中) 梶浦琥珀さん(古知野高校) 
 ・優秀賞  兼松依央さん(北部中) 福地柑七さん(西部中) 馬場日南さん(北部中) 
       酒井花菜さん(江南高校) 松井七奈さん(古知野高校) 
 

３ 学習発表会・学芸会、合唱コンクール等 

 ・各学校で感染症対策を講じて実施 

 



４ 江南市教育支援委員会(11/20) 

 《審議対象者 児童生徒数》(  )内は昨年度の審議対象者 
・新１年生 36 名(41)    

・在校生  27 名(25)     
 

５ 卒業式   

・中学校 3 月 6 日(水) 

・小学校 3 月 19 日(火)  

・市長祝辞、教育委員会告辞は、従来通り出席して対応 
・在校生の参加等は学校の実情で対応 

 

６ 人事(11/2～11/24) 

 ・出産休暇 0 名  育児休業 1 名  療養休暇 0 名  休職 0 名  退職 2 名  
 ・臨時的任用 1 名  非常勤任用 3 名(退職補充 2 妊娠補充 1)     

 
７ その他 

・中学校県駅伝大会出場学校 11/11(土) 男子(西中除く 4 校) 女子(布中除く 4 校) 
※結果 北中女子 3 位 宮中女子 8 位 布中男子 11 位(2 区で区間賞) 

・12 月定例市議会(11/30(木)～12/20(水)) 
・令和 6 年度の儀式等予定 
  ※小学校入学式 4/4(木) 中学校入学式 4/5(金) 小・中学校始業式 4/5(金)  

※中学校卒業式 3/7(金) 小学校卒業式 3/19(水) 
・令和 6 年度に向けての検討事項 
  ※生徒心得等の見直しについて(中) 随時、生徒の意見も取り入れて 
 ※不登校対策について(小・中) ※一人一台の端末の活用について(小・中)  

 ※4 月中の短縮授業(5 時間授業) 働き方改革、低学年の下校への配慮 
 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

△日程第３ 議案第５９号 「第３回みんなで楽しくプロギング in 江南」の後援名 

義使用について  

 

○教育長  日程第３、第 59 号、「第３回みんなで楽しくプロギング in 江南」の後

援名義使用についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（生涯学習課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 59 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

議案第６０号 「令和５年度子供の運動遊び定着のための推進事業」の後援名義使

用について 

 

○教育長  第 60 号、「令和５年度子供の運動遊び定着のための推進事業」の後援名

義使用についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

（スポーツ推進課長 資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇山田委員  この事業は津島市、豊橋市、江南市の３箇所で開催されますが、今

回の江南市教育委員会への後援名義の依頼は、江南市で開催される２月４日の行

事に対してのみの依頼ということでよろしいですか。 

〇スポーツ推進課長  はい、周知するチラシでも「江南コース」として作成して

おり、江南市が開催する２月４日に特化した申請と考えています。 

〇山田委員  わかりました。 

〇教育長  どのように周知を行いますか。 

〇スポーツ推進課長  現在は検討中とのことですが、校長会で案内させていただ

くことになると考えています。 

〇教育長  今回はスポーツ少年団以外の児童に参加していただきたいとのこと

でよろしいですか。 

〇スポーツ推進課長  そのとおりです。 

〇教育長  市のスポーツ少年団が運営等を行うのですか。 

〇スポーツ推進課  申し込みについては、インターネットサイトから行い、問合

せ先は愛知県スポーツ少年団で、江南市スポーツ少年団が協力する形となります

ので、協力する内容についてはこれから協議するものと思われます。 

〇教育長  申し込みは各自がＱＲコードを使って行うので、各学校においては誰

が申し込んだのかは分からないということですね。また、チラシは各学校に配布

するということでよろしいですか。 

〇スポーツ推進課長  そのとおりです。 

〇山田委員  「江南コース」の参加者について、江南市民である縛りはあるので

しょうか。運営を江南市スポーツ少年団が行うということは、将来的に江南市ス

ポーツ少年団に入っていただきたい意図があるのではないかと思われますが、市

外の児童も参加が可能なのか、江南市の児童に限るのかについて教えてください。 

〇スポーツ推進課長  チラシの中でも市外の児童の参加を認めないことは記載

されていないことから、申し込みがあればお受けすることになると考えます。将

来的に江南市スポーツ少年団に入っていただきたい意図はあると思いますが、イ

ベントの主旨としては、小さなお子さんに運動の楽しさを伝えたいとのことでし

た。 



〇山田委員  わかりました。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。

議案第 60 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△日程第４ 協議題１ 江南市議会１２月定例会教育関係予算提案事項について 

 

○教育長  日程第４協議題に入ります。江南市議会 12 月定例会教育関係予算提案

事項についてを協議いたします。事務局の説明を求めます。 

（教育部長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

○教育長  質疑もないようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。 

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

 協議題２ 江南市新学校給食センター整備等事業 事業契約の締結について 

 

○教育長  続いて、江南市新学校給食センター整備等事業 事業契約の締結につい

てを協議いたします。事務局の説明を求めます。 

（学校給食課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  契約した江南スクールランチについては、10 社の内７社が出資をする

という説明がありましたが、その理由はどうしてですか。 

〇学校給食課長  10 社の内、出資をしていない企業につきましては、まず設計企

業ということで、事業の当初の段階で関わってまいりますが、今回の江南市の提

案の要求水準の中では、設計企業は出資をしなくても良い規定がありますので、

それに沿って出資をしなかったと考えます。他の２社につきましては、定期清掃

を行う企業とＰＰＡ事業として太陽光パネルを設置する企業になります。 

〇教育長  事業は 17 年間となりますか。 

〇学校給食課  実際にお金が動くのは、令和７年７月に施設が完成して江南市に

引き渡しがされてからになりますので 15 年間になります。債務負担行為は契約が

ありますので 17 年間となっていますが、維持運営は 15 年間となります。 

〇教育長  年間のコストはどの程度になりますか。 

〇学校給食課長  ７億円程度になります。市で予算化するのは給食の賄い材料費

となり、それ以外の調理業務や施設の維持管理については、全て民間企業で行っ



ていただくことになります。例えば駐車場の傷みの修繕なども民間事業者が行う

ことになり、光熱水費についても民間事業者が支払うことになります。 

〇教育長  今現在は年間どれくらいのコストで行っているのですか。 

〇学校給食課長  ４億円程度です。 

〇教育長  施設整備分として年間３億円程度が上乗せされるということですね。 

〇学校給食課長  アレルギー対応などを行ってまいりますので、その分の人件費

なども上乗せされていると考えます。 

〇山田委員  施設の修繕については、市民文化会館などでは金額が大きい修繕は

市の負担となりますが、今回の契約では、全ての修繕について民間企業が行うと

いうことでよろしいですか。 

〇学校給食課  そのとおりです。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。 

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

協議題３ 江南市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部改正について 

 

○教育長  続いて、江南市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部改正について

を協議いたします。事務局の説明を求めます。 

（こども政策課長、資料に基づき説明） 

○教育長  説明が終わりました。この件につきまして質疑、意見はありませんか。 

〇教育長  確認の意味も含めて、新旧対照表で「賃金」が「報酬及び報償費」に

改正されますが、ここの部分をもう少しわかりやすく説明していただけないでし

ょうか。 

〇こども政策課長  「賃金」から「報酬及び報償費」への改正につきましては、地

方公務員法の変更によりまして、市の会計年度任用職員も同様ですが、これまで賃

金の支出科目で報酬としてお支払いをしております。また、放課後子ども教室の場

合ですと、報償費の部分がございますので、そちらとの整合性を持たせるために「報

酬及び報償費」ということで、見出しを変更させていただいております。 

また、それぞれのコーディネーター、安全管理員、学習アドバイザーにつきまし

ては、これまでは予算の範囲内という大まかな括りでお示しをしていたところです

が、似たような事業では、学童保育を行っており、こちらも報酬単価を準用してい

ますので、それぞれの役割に応じた報酬単価をしっかりと定めるということで、今

回改正をしております。 

〇教育長  別表第１については、旧と新では、安全管理員と学習アドバイザーの役

割が逆転するのですが、どうしてですか。 

〇こども政策課長  これまで要綱の改正がされてなく、実態に合っていなかったと



いうことがあり、今回、要綱の改正をするにあたりまして、実際に行っている仕事

と区別をさせていただくということで、改めて整理をしたところです。 

〇教育長  安全管理員や学習アドバイザーについては、国の方で仕事内容が明文化

されたものはあるんでしょうか。 

〇こども政策課長  明文化したものはありません。 

〇山田委員  新旧対照表の旧では、賃金の中にボランティアは無償にするという記

載がありましたが、新で記載がなくなったのは、ボランティアは無償なので書く必

要がないということでよろしいですか。 

〇こども政策課長  そのとおりです。 

〇教育長  今回、改正を行った主な部分として、これまで兄弟で、別々に申し込み

を行っていたものを、兄弟であわせて申し込みができるようになることだとお聞き

しております。もちろん兄弟別々に申し込んでいただくことも可能だと聞いており

ますが、あわせて２人が、或いは３人が申し込みをされると、一括して選考するこ

とになるため、逆に全部駄目ということもあり得ると聞いております。 

〇山田委員  申し込みのパターンとして、兄弟それぞれで申し込み、さらに兄弟あ

わせて申し込みがあった場合は、どのような対応になるのでしょうか。 

〇こども政策課長  今回が初めてになりますので、どのようなことが想定されるの

かわかりませんが、もし仮に２重で申し込みがされた場合につきましては、どちら

の申し込みを優先するのかを保護者の方に確認することになると考えます。 

〇教育長  このような申し込みに対しては、チェックできるということでよろしい

ですか。 

〇こども政策課長  チェックは可能です。 

〇教育長  わかりました。 

○教育長  質疑もつきたようですので、これをもちまして質疑を終結いたします。 

本協議題について承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長  御異議なしと認めます。よって、本協議題を承認することに決定しま

した。 

 

△日程第５ 報告事項 

 

１ 江南市新学校給食センター愛称選定委員会設置要領の制定について 

２ 江南市生涯学習に関するアンケート調査について 

３ 子どもの読書に関するアンケート調査について 

４ 専決による江南市教育委員会の後援名義使用承認について 

５ 市教育委員会事務局各課行事予定について 

 

 午前 10 時 55 分  閉 会  

 


